
各 種 計 画 の 作 成

宮城県市町村森林経営管理サポートセンター

202１・7・2【 実務研修 】



1  集積計画策定までの進め方

集積計画案の作成

 市町村森林整備計画の位置づけ、法制限の有無等の確認 （法第４条第４項）

（ 標準的な施業の実施時期、推進すべき施業の区域、造林の対象樹種、保安林の指定有無 など ）

 市町村の考え（ 何年預かるか、市町村自ら管理か、林業経営者に再委託か など ）

 森林所有者の意向（ 主伐を望むか、間伐を望むか、何年預けたいのか など ）

同意取得 （法第４条第５項）

 森林所有者の同意（ 確認書【別記様式第６号】への記名・押印、集積計画への押印 ）

 関係権利者の同意（ 集積計画への押印 ）

事務の手引き ２－５－１
２－５－２

集積計画の公告・縦覧 （法第７条、規則第５条）

 インターネット等を活用し、集積計画を公告・縦覧

 森林所有者に写しの送付

集積計画の公告までに
境界明確化(合意形成)
も併せて実施しておく
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回答なし回答あり

回答の督促

・電話連絡 ・再送付

・個別訪問 など

回答あり

意向調査票を送付

意向調査対
象以外から
の申出

◇意向調査結果を踏まえた対応

2022/1/26

事務の手引き ２－３－７
２－３－８

一部からは回答あり

※共有林の場合

宛名不在で届かず

所有者の所在確認

・共有者等の情報提供

・登記簿情報の確認

・戸籍・住民票等の確認

回答あり

委託を受けることが必要かつ適当 保留 お断り

集積計画の策定

経営管理
を委託し
たい

Point
 集積計画は、市町村が経営管理の委託を受けることが必要かつ適当と認める場合に策
定するものであるため、経営管理を委託したい旨の意向があったとしても、お断りす
る場合や、対応を保留する場合も想定されます。

 意向調査票の有効期限については特段の定めはありませんが、１年を目途としていま
す。対応を保留した場合は、意向に変わりがないか等を確認するようにしてください。

森林を
手放し
たい

自ら経営
管理を行
いたい
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森林・林業のサイクル

森林は、適切に経営管理を行うことで、木材生産のほか、国土の保全、水源
の涵養、地球温暖化の防止などの働きを発揮し、地域に様々な恩恵
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経営管理が行われていないおそれがある森林の
基準の目安（参考）→ 集積計画の対象となる森林

地域森林計画の対象森林で，多面的機能発揮のために間伐等の施業が実施されていない森林。
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【 スギ・人工林 】

下刈り
つる切
・除伐

枝打 保育間伐 利用間伐 皆伐 択抜 複層林

　Ⅰ   1～5 ○ ×  無 → 市町村事業

　Ⅱ～Ⅳ   ６～20 △ ○ ○ ○ △  難 → 　　〃

　Ⅴ～Ⅶ（標準伐期齢）   21～35 ○ ○  小 → 　　〃

　Ⅷ～（標準伐期齢超え）   36～ △ ○ ○ △  有

　ⅩⅣ～（長伐期）   71～ × ○ ○ △  大

再委託の可能性保　　育 間　　伐

現　況　齢　級
林　齢

（年生）

齢　級　区　分

　　　経営管理実施権 ？

主　　伐

施　業　区　分

経営管理権集積計画に関係する森林施業区分〔参考〕

【事務の手引P15参照】
表１「経営管理が行われていないおそれがある森林の基準の目安」
に記載されている樹齢等の区分でまとめた場合
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森林所有者の意向を踏まえ作成します。

経営管理権集積計画の内容について

経営管理
権の始期

造林 下刈 保育間伐主伐

経営管理
権の終期

樹種
本数 等

実施時期 等

主伐後の造林・保育は主伐収入
で賄う（最短でも15年は確保）

利用間伐
例①

主伐から

保育間伐ま
で権利設定

例②
複数回の

利用間伐の
権利設定

利用間伐

間伐方法
実施時期 等

利用間伐 主伐 造林利用間伐

森
林
所
有
者
の
意
向
等
に
応
じ
判
断

○ 存続期間の上限下限はない。（経営管
理権設定の特例の場合は上限50年）

○ ただし「経営管理の内容」に主伐を含む
場合、再造林後の森林の成林に一定の
目途がつくよう、存続期間は15年以上に
定めることが望ましい。

存続期間の考え方

○具体的な施業内容を記載。
○主伐を含む場合は、天然更新ではなく、

植栽によって造林を行うことが確保され
るよう、その旨記載。

経営管理の内容

○ 経営管理の例

保育間伐

☆ ポイント
経営管理実施権配分計画の策定が見込まれる森林においては、林業経営者が経営管理を行う場合と、市町村
が経営管理を行う場合の両方の内容を記載しておくことが必要となります。 7



Ｂ－２ 伐採後の造林
及び保育に係る経費

森林所有者等に支払う金銭の額については、その算定方法を記載します

金銭の額の算定方法の例について

○記載例アの算定方法イメージ

記載事項 「森林所有者に支払われるべき金銭の算定方法」の記載例

ア 経営管理実施権に基づき林
業経営者が伐採等を行う場合の
算定方法

木材の販売収益から伐採等に要する経費を差し引くこととする。
「木材の販売収益」は、林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出する見積額を元に市町村

が算定した額又は実際に木材を販売して得られた収益の額とする。
「伐採等に要する経費」は、

① 間伐、造林及び保育に係る経費については、都道府県が決定している森林整備事業に係る標準単価
を基に林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出した見積額
② 主伐に係る経費については、林業経営者が経営管理実施権配分計画作成時に提出した見積額
とする。

イ 経営管理権に基づき市町村
が市町村森林経営管理事業を行
う場合の算定方法

間伐に要する経費は、市町村が負担し、木材の販売収益が得られた場合には、本経費に充当する。な
お、森林環境譲与税（仮称）等を活用して全額公費負担で間伐を実施する場合には森林所有者に利益を
還元しない。

Ｂ 立木の伐採及び
木材販売に係る経費

伐
採
等
に
要
す
る
経
費

都道府県が定める

森林整備事業標準
単価を基にした見

積額

算定例 配分先

林
業
経
営
者
へ

Ａ
木
材
販
売
に
よ
る
収
益 Ｃ 森林所有者に支払わ

れるべき金銭の額
ＡからＢ

を差し引いた額
森林所
有者へ

○算定方法の記載例

（間伐の場合） （主伐の場合）

Ｂ－１ 立木の伐採及び
木材販売に係る経費

Ｂ
伐
採
等
に
要
す
る
経
費

都道府県が定める

森林整備事業標準
単価を基にした見

積額

算定例 配分先

林
業
経
営
者
へ

Ａ
木
材
販
売
に
よ
る
収
益 Ｃ 森林所有者に支払わ

れるべき金銭の額
ＡからＢの合計
を差し引いた額

森林所
有者へ

林業経営者から
提示される見積額

林業経営者の
利益を含む

主伐を行
う場合、伐
採後の植栽
等に要する
額を留保し、
再造林等を
確実に実施

林業経営者の
利益を含む
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（参考） 経営管理実施権配分計画に関する提案書

民間事業者を選定するとき，提案を求める。

･経営管理実施権

の存続期間

･経営管理の内容

･伐採等に係る経

費及び販売収益

の見積額

などの項目を設

けたもの

（別記様式17）

事務の手引き4-4

企画提案書

主 伐

地拵え・植栽

下刈り

間 伐
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経営管理権集積計画のイメージは以下のとおりです。

（参考）経営管理権集積計画のイメージ

　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画（記載例）

7

6

5

4

3

2

1 ●●市●●

同上

同上

●●市▲▲

同上

同上

同上

同上

同上

スギ9

8

125 12 21 0.62 スギ

124 12 20 スギ

210 24 2 ヒノキ

210 24 1 スギ山林

212 24 3 0.97

16 スギ 65 2019.4.1
20年

(2039.3.31)
山林

18 スギ 30 同上 同上 別添１の②参照

17 スギ 55 同上

123

123

12

12

12123

同上

124 19 ヒノキ 64 同上 同上 別添１の①参照12 山林

25

10

山林

山林

62 同上 同上 別添１の①参照

同上 同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

1.19
別添２の①参照 同上

50 同上

山林

山林

別添２の①参照 同上

58 同上

41 同上 同上 別添１の②参照 別添２の②参照 同上

同上 別添１の①参照 別添２の①参照 同上

2.55

山林

山林

別添１の①参照 別添２の①参照 別添３参照

別添１の①参照 別添２の①参照 同上

別添２の②参照 同上

1.60

林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

　●●県●●市●●●、▲▲県▲▲市▲▲

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

備考
地番所　在番号

印 印

整　理
番　号

集〇

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 　●●市長　●●●● 　●●県●●市●●●

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） ●●、▲▲、■■

※経営管理の内容に主伐を

含める場合は15年を超える期

間とする。

事務の手引（記載例）

林地台帳、森林
簿から転記

森林所有者と協
議し決定 10



（参考）経営管理実施権配分計画のイメージ

経営管理実施権配分計画のイメージは以下のとおりです。

事務の手引（記載例）

印

　１　個別事項

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

（名称） （所在地）

スギ 51 同上 同上 別添1の④参照 別添2の②参照

同上 別添1の④参照 別添2の②参照 ー 集◇

126 13 10 山林 － 集◇

126 13 8 山林
2.85

スギ 65 同上

同上 別添1の②参照 別添2の①参照 ー125 13 7 山林 スギ

同上 同上 別添1の③参照 別添2の②参照 ー 集△

ー 集△

125 13 4 山林
2.43

ヒノキ 47

スギ 58 同上 同上 別添1の②参照 別添2の①参照

集△63 同上

ー 集〇

124 12 22 山林 スギ 60 同上 別添1の②参照 別添2の①参照 ー 集△

124 12 20 山林

集〇同上 同上 別添1の①参照

4 同上

5 同上

6 同上

同上 同上 別添1の①参照

同上

スギ 58
4.64

ヒノキ 64

124 12 23 山林

別添2の①参照

経 営 管 理 実 施 権 配 分 計 画（記載例）

備考
地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理実
施権の始期

経営管理実
施権の存続

期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理実施
権に基づいて
行われる経営
管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙に支払われるべき金
銭がある場合における
当該金銭（Ｅ）の額の

算定方法

印

整　理
番　号

配〇

経営管理実施権の設定を受ける者
（丙） 　●● 　●●県●●市●▲◆

経営管理実施権を設定する市町村
（乙） 　●●市長　●●●● 　●●県●●市●●●

番号 所　在

1 ●●市●●

2 同上

3 同上

－123 12 16 山林
1.25

同上 別添1の①参照 別添2の①参照 ー

124 12 19 山林 別添2の①参照 ー

集〇

123 12 17 山林 スギ 55 同上

スギ 65 2019.12.1
19年

(2038.11.30
別添1の①参照 別添2の①参照

集〇

7 同上

8 同上

9 同上

10 同上

※経営管理の内容に主伐を含め

る場合は15年を超える期間とする。

※経営管理権の存続期間内で設

定する。

※経営管理権集積計画の整理番

号を記載

所有者の意向を
踏まえ企画提案
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☆ ポイント
経営管理実施権配分計画の策定が見込まれる森林
においては、林業経営者が経営管理を行う場合と、
市町村が経営管理を行う場合の両方の内容を記載
しておくことが必要となります。
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「市町村森林経営管理事業」とは

市町村森林経営管理事業

対象となる森林は、市町
村が経営管理集積計画に
より経営管理権を取得し
た森林のうち、市町村が
林業経営者に経営管理実
施権を設定しない又は設
定するまでの森林

【 民間事業者の能力の活用 】
市町村森林経営管理事業の実施に当たっては、請負事業を発注すること等により、
民間事業者の有する技術能力を活用

【 実施方法 】
市町村森林経営管理事業においては、対象となる森林の状況を踏まえて、間伐を
繰り返して複層林化するなど、自然的条件等の状況を踏まえ施業

【 費用等の取扱 】
費用を市町村が負担する場合、発生した収益は、原則、市町村のものとする

事業の実施

経営管理権
集積計画

森林所有者は，その権原に属する森林
について，適時に伐採，造林及び保育
を実施することにより，経営管理を行
わなければならない。〔法第３条〕
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号 細分 項　　　　目 事項別 箇所

一 集積計画対象森林の所在、地番、地目及び面積 １.個別事項 表左側（Ａ）

二 集積計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所 〃 表上段（甲）

三 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 〃 表中間（Ｂ）他

四
市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管
理の内容 〃 表中間（Ｃ）

五

販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある
場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方
法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法

〃 表右側（Ｄ）他

六

集積計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合
には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならな
い旨の条件

２.共通事項 （14）①

七
存続期間の満了時及び経営管理権集積計画に基づく委託が解
除されたものとみなされた時における清算の方法 〃 （13）

八 ア

森林所有者が経営管理権集積計画の取消しを望む場合は、経
営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の当該計
画を作成した市町村の同意が必要であること。

〃 （６）③～④

イ

経営管理権の設定を受けた市町村又はその委託を受けて施業
を実施する者は、経営管理の実施にあたり、経営管理権が設
定された森林に立ち入り、森林作業道等の施設を設置し又は
設置した施設を利用できること。また、経営管理実施権の設
定を受けることを希望する民間事業者は、経営管理権が設定
された森林に立ち入ることができること。

〃 （７）①～③

ウ

経営管理権が設定された森林について、災害が生じることで
当該経営管理権集積計画に記載された経営管理の内容を実施
することが著しく困難となった場合は、受託者である市町村
は経営又は管理をする責任から免れること。また、市町村が
当該経営管理権集積計画を取り消すことができること。

〃 （６）②

エ
経営管理権が設定された森林の立木の所有権は引き続き森林
所有者に帰属すること。 〃 （３）

オ

六により森林所有者が権利を移転又は設定した場合のほか、
森林所有者及びその相続人又は受遺者に権利の喪失があった
場合、森林所有者が住所又は名称を変更した場合等、経営管
理権集積計画の名義等の変更を要するときは、森林所有者等
は遅滞なく市町村へ申し出ること。

〃 （14）②

カ
市町村が経営管理実施権配分計画を作成・公告する場合に
は、森林所有者の同意は不要であること。 〃 （15）①

キ

経営管理実施権配分計画が作成・公告された場合は、当該森
林に関する受託者としての責任は経営管理実施権を設定され
た林業経営者が負い、経営管理により発生する金銭の支払に
ついては、林業経営者が行うこと。

〃 （15）②～③

ク
販売収益が生じた場合には、森林所有者に対して販売収益及
び経費の明細書を提出すること。 〃 （８）

ケ
その他当該経営管理権集積計画に定めのない事項や疑義が生
じた場合は協議により定めること。 〃 （16）

記　載　箇　所記　載　事　項

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
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経営管理権集積計画において定める事項
法第４条第２項



（参考）関係権利者の同意取得

権利の種類 土地 立木

所有権 不動産登記簿で確認可能
（登記されていない場合は、
所有者等から聞き取り）

立木登記や明認方
法が施されている
かで確認可能（登
記等がされていな
い場合は、所有者
等から聞き取り）

地上権 不動産登記簿で確認可能
（登記されていない場合は、
所有者等から聞き取り）

（設定不可）

質権 不動産登記簿で確認可能
（登記されていない場合は、
所有者等から聞き取り）

（設定不可）

使用貸借に
よる権利

所有者等からの聞き取り
により確認

所有者等からの聞
き取りにより確認

賃借権 不動産登記簿で確認可能
（登記されていない場合は、
所有者等から聞き取り）

所有者等からの聞
き取りにより確認

その他の使
用及び収益
を目的とする
権利

所有者等からの聞き取り
により確認（不動産登記簿
で確認できるもののと、で
きないもの（契約により発
生する権利）がある）

所有者等からの聞
き取りにより確認

 集積計画を定める場合は、森林所有者のほか、土地を使用・収益する権利を有するなど
の関係権利者全員の同意が必要

 森林所有者や関係権利者が多数に及ぶ場合は氏名や印鑑は別紙に揃えることも可能です。

事務の手引き （記載例）
２－５－３
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（参考）基本用語等①

【市町村森林整備計画】

都道府県知事が、森林として利用することが相当であると認められる民有林について、その整備や保全の目標等を
定める計画（10年を一期とし、５年ごとに作成）。

【地域森林計画】

市町村が、地域森林計画の対象森林について、地域の実情に即した森林施業の標準的な方法や路網整備の考え方等
を定める計画（10年を一期とし、５年ごとに作成）。

【林班・小班】

森林の所有者又は所有者から森林経営の委託を受けた者が、自らが経営を行う森林について、間伐等の森林施業の
予定等を定め、市町村長等の認定を受ける計画（５年を一期）。

【森林経営計画】

林班は、地域森林計画や市町村森林整備計画の対象となっている森林について、地形や大字等で区切った概ね50ha
程度の区域。
小班は、林班を樹種・林齢・所有者等に応じて細分化した区域（地域によっては、分班、施業単位とも言う）。

【林齢・齢級】

人工林は、人の手によって育てられた森林。天然林は、人工林以外の主として自然の力によって成立した森林。

【人工林・天然林】

林齢は、森林の年齢。齢級は、林齢を５年の幅でくくった単位
（苗木を植栽した年の林齢を１年生とし、例えば、１～５年生を１齢級、6～10年生を２齢級と数える）。

間伐は、森林の育成過程で立木の成長を促すことを目的に、立木の混み具合に応じて、一部の立木を伐採すること。
主伐は、育った立木を収穫することを目的に、立木の全部又は一部を伐採すること。

【間伐・主伐】

２ 森林経営計画について
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（参考）基本用語等②

森林の種類（人工林、天然林等）、樹種、林齢、材積、
伐採の方法、公益的機能別施業森林等の情報

森林経営計画策定の有無、
施業履歴の情報

森林の所在

済・

未済

実施

年月
日

済・
未済・
一部
実施

実施

年月
日

●郡●町●● ○○ 山林 0.4720 ○林班○○ ●山●男 ●郡●町×× 平成○年○月○日 ●山●男 ●郡●町×× 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 0.4720 ○林班○○ ●山●男 ●郡●町×× 平成○年○月○日 ●山●男 ●郡●町×× 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 0.4254 ○林班○○ ×田×一 ●郡●町○○ 有 昭和○年○月○日
×田×二 外２名 ×市×町○○ 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 0.4254 ○林班○○ ×田×一 ●郡●町○○ 有 昭和○年○月○日
×田×二 外２名 ×市×町○○ 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 2.3811 ○林班○○ ▲原▲郎 ●郡●町△△ 有 平成○年○月○日
▲原▲郎 外２名 ●郡●町△△ 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 2.3811 ○林班○○ ▲原▲郎 ●郡●町△△ 有 平成○年○月○日
▲原▲郎 外２名 ●郡●町△△ 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 保安林
1.8231 ○林班○○ ■村■平 □市□町×× 平成○年○月○日 ■村■平 □市□町×× 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 保安林
1.8231 ○林班○○ ■村■平 □市□町×× 平成○年○月○日 ■村■平 □市□町×× 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 原野 0.0889 ○林班○○ ○林○助 ■県○市○○ 昭和○年○月○日 ○井○子 ■県○市○○ 森林簿 無 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 0.9692 ○林班○○ ×森×茂 ●郡●町□□ 平成○年○月○日 △川△郎 ●県●市●● 森林簿 有 市町村長 平成○年○月 他 木

●郡●町●● ○○ 山林 0.9692 ○林班○○ ×森×茂 ●郡●町□□ 平成○年○月○日 △川△郎 ●県●市●● 森林簿 有 市町村長 平成○年○月 他
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等
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分
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法
等

3

公益的機能別

施業森林等

区

分
1

施

業
方

法
等

1

届出日

記載日

記載

事由

共

有

現に所有している者・所有者とみなされる

者

森林の土地の境界に関する

測量等の実施状況

地籍調査
境界の確定に

資する測量

住所

森林経営計画

の認定状況
所在 登記簿上の所有者

住所
氏名・

名称

林

小
班

登記

年月日

共

有
氏名・

名称
所在

認

定
有

無

認定者の

種類
認定年月

面

積
(ha
)

地

目

地

番

【森林簿】 都道府県が、地域森林計画の対象森林について、林小班毎にその所在や樹種、林齢、材積、施業履歴、
森林経営計画策定の有無等の情報を整理したもの。

【林地台帳】 市町村が、地域森林計画の対象森林について、一筆（地番）毎にその土地の所有者や境界明確化の
状況、森林経営計画の認定状況等の情報を整理したもの。
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改正の内容 ： 計画作成主体を森林所有者又は森林経営の受託者とするほか、計画事項として｢森林の保護
に関する事項｣を追加するとともに、新たに路網の整備状況等を勘案して計画を認定する。

森林所有者又は森林経営の受託者が作成する
面的なまとまりの下で森林経営を行う計画

施業を実施する育生林において計画を作成

森林所有者等が権原を有する森林のうち
施業を行う森林について作成する計画

広葉樹
針葉樹

計画対象森林

間伐

旧制度 （森林施業計画） 改正後 （森林経営計画）

広葉樹

針葉樹

計画対象森林

間伐

作業ｼｽﾃﾑｴﾘｱ

（既設）（予定線）

路網

森林の保護のための活
動を行う森林

森林の保護のための活
動を行う森林

森林の保護のための活
動を行う森林

◇ 森林経営計画（森林施業計画）について

22



23



24



森林経営計画の施業の実施に関する基準
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公益的機能別森林等の区域を活用した場合のゾーニングの設定
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市町村森林整備計画のゾーニングのイメージ
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